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午後 2 時 00 分開会  

○議長（西川正義君） それでは、た

だいまから、平成３１年２月彦根愛知

犬 上 広 域 行 政 組 合 議 会 定 例 会 を 開 会

いたします。  

ただいまの出席議員は、１８名で、

会議開会定足数に達しております。よ

って、平成３１年２月定例会は、成立

いたしました。直ちに、本日の会議を

開きます。  

 

日程第１  会議録署名議員の指名  

○議長（西川正義君） 日程第１、本

日 の 会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 を 行 い ま

す。会議録署名議員に、１０番  安藤

博君、１１番  夏川嘉一郎君を指名い

たします。  

  

日程第２  会期の決定  

○議長（西川正義君） 次に、日程第

２、会期の決定を議題とします。  

お諮りいたします。今定例会の会期

は、本日、１日間といたしたいと思い

ます。これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（西川正義君） ご異議なしと

認めます。よって、今定例会の会期は、

本日１日間に決定いたしました。  

 

日 程 第 ３  議 案 第 １号  平 成 ３ ０ 年

度（２０１８年度）彦根愛知犬上広域

行政組合一般会計補正予算（第２号） 

○議長（西川正義君） 次に、日程第

３、議案第１号  平成３０年度（２０

１８年度）彦根愛知犬上広域行政組合

一般会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。職員に議案を朗読させま

す。  

〔藤野議会事務局副主幹朗読〕  

○議長（西川正義君） 提案者の説明

を求めます。管理者。  

○管理者（大久保貴君）  それでは、

議案第１号  平成３０年度（２０１８

年度）彦根愛知犬上広域行政組合一般

会計補正予算（第２号）の概要につき

ましてご説明いたします。  

 補正前予算総額 3 億 9162 万 9 千円  

に対しまして、歳入歳出それぞれから  

2692 万 5 千円を減額いたしまして、

予算総額を 3 億 6470 万 4 千円とする

ものでございます。  

 今回の補正内容につきましては、歳

入におきまして、歳出の減額補正によ

ります負担金の減額と、前年度の決算

上 剰 余 金 を 繰 越 金 に 計 上 す る も の で

ございます。  

 歳出におきましては、昨年８月の人

事 院 勧 告 に 伴 い ま し て 給 料 等 の 増 額

を計上する一方、紫雲苑および中山投

棄 場 の 光 熱 水 費 等 を 実 績 で 精 査 し ま

したことや、各所管の委託業務におけ

る 入 札 に よ り 執 行 残 が 生 じ ま し た こ

となど、不用となった額につきまして

減額をお願いするものでございます。

また、歳入の繰越金に計上した額につ

きまして、財政調整基金へ積立てるも

のなどでございます。よろしくご審議

のほど、お願い申し上げます。  
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○議長（西川正義君） 続いて、事務

局からの詳細説明を求めます。総務課

長。  

○総務課長（金田憲治君） それでは、

議案第１号  平成３０年度（２０１８

年度）彦根愛知犬上広域行政組合一般

会計補正予算（第２号）につきまして、

お 手 元 の 一 般 会 計 補 正 予 算 書 で ご 説

明させていただきます。併せまして、

別 添 １ の ２ 月 補 正 予 算 案 の 概 要 も ご

参 照 い た だ き ま す よ う お 願 い い た し

ます。失礼しまして、着座にて説明さ

せていただきます。  

今回の補正につきましては、昨年８

月の人事院勧告に伴うもの、人件費の

支 給 実 績 や 燃 料 費 お よ び 光 熱 水 費 な

どについて、使用実績を基に精査した

こと、また、修繕や各種委託業務にお

いて、入札等執行後の予算執行残が生

じたことなどから、全体として減額の

補正をお願いするものでございます。 

 それでは、補正予算書の１ページを

お開き願います。第１条で、歳入歳出

予 算 の 総 額 か ら 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

2692 万 5 千円を減額し、歳入歳出予

算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 3 億

6470 万 4 千円とするものでございま

す。  

次に、２ページ、第１表  歳入歳出

予算補正をお開きください。まず、歳

入でございますが、第１款  分担金及

び負担金、第２項  負担金は 3992 万

3 千円を減額し、3 億 1584 万 1 千円と

す る も の 、 第 ６ 款  繰 越 金 、 第 １ 項  

繰越金は 1299 万 8 千円を増額し、1599

万 8 千円とするものでございます。  

続いて、３ページをお願いいたしま

す。歳出でございますが、第２款  衛

生費、第１項  衛生管理費は 1130 万

6 千円を増額し、1 億 6030 万円とする

もの、同じく、第２項  保健衛生費は

76 万 9 千円を減額し、 2838 万 7 千円

とするもの、同じく、第３項  清掃費

は 3746 万 2 千円を減額し、 1 億 7014

万 7 千円とするものでございます。  

したがいまして、歳入歳出合計とも、

補正前の 3 億 9162 万 9 千円から 2692

万 5 千円を減額し、 3 億 6470 万 4 千

円とするものでございます。  

 次に、歳入、歳出それぞれの詳細な

内容につきましては、５ページから１

０ ペ ー ジ の 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別

明 細 書 に よ り 説 明 さ せ て い た だ き ま

す。なお、５ページ、６ページにつき

ましては、総括でございます。  

まず、歳入から説明させていただき

ます。７ページをお開き願います。２．

歳入、につきましては、第１款  分担

金及び負担金、第２項  負担金、第１

目  負担金の補正でございますが、歳

出の補正に伴いまして、構成市町の運

営費負担金 3992 万 3 千円の減額をお

願いするものでございます。なお、構

成市町別の負担金額につきましては、

説明欄に記載のとおりでございます。 

次に、８ページをお開き願います。

第６款  繰越金、第１項  繰越金、第

１目  繰越金は 1299 万 8 千円を増額
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し、1599 万 8 千円とするものです。こ

れ は 、 平 成 ２ ９ 年 度 の 決 算 上 剰 余 金

2821 万円から繰越明許費繰越額 1221

万 2 千円を差し引いた 1599 万 8 千円

とするものでございます。  

次に、歳出の説明をさせていただき

ますので、９ページをお願いいたしま

す。３．歳出、第２款  衛生費、第１

項  衛生管理費、第１目  一般管理費

は、第２節  給料におきましては 7 万

8 千円の増額を、第３節  職員手当等

におきましては 171 万 7 千円の減額

を、第４節  共済費におきましては 7

万 6 千円の増額を、第７節  賃金にお

きましては 4 万 3 千円の減額を、また

第１９節  負担金、補助及び交付金に

おきましては 6 千円の増額を計上し

ており、給料、職員手当等、共済費に

つきましては、それぞれ昨年８月の人

事 院 勧 告 や 時 間 外 勤 務 手 当 の 実 績 に

より補正をするものでございます。次

に、第２目  財政調整基金積立金は、

前年度繰越金の積立 1299 万 8 千円を

増額するものでございます。同じく、

第５目  退職手当基金積立金は、組合

プ ロ パ ー 職 員 の 退 職 手 当 の 積 立 金 に

つきまして、県の市町退職手当組合が

定 め る 率 が 下 が っ た こ と な ど に 伴 い

まして 9 万 2 千円を減額するもので

ございます。  

次に、第２款  衛生費、第２項  保

健衛生費、第１目  斎場管理費は、紫

雲苑において、燃料費および光熱水費

につきまして、実績値を基に精査しま

したこと、また、入札執行に伴う委託

料の予算執行残が生じましたことで、

斎場管理費全体として 76 万 9 千円の

減 額 補 正 を お 願 い す る も の で ご ざ い

ます。  

続いて、１０ページをお開き願いま

す。第２款  衛生費、第３項  清掃費、

第１目  投棄場管理費は、中山投棄場

において、光熱水費および修繕料を実

績値を基に精査したこと。また、委託

料において、各種委託業務の入札等に

よる予算執行残が生じましたことと、

一 般 廃 棄 物 処 理 委 託 業 務 で 搬 出 量 の

減に伴い減額するもの。さらに、三重

県 伊 賀 市 へ の 環 境 保 全 負 担 金 に つ き

ましても、下がる見込みであることか

ら、負担金、補助及び交付金を減額し、

投棄場管理費全体で 3638 万 2 千円の

減 額 の 補 正 を お 願 い す る も の で ご ざ

います。同じく、第２目  塵芥焼却場

費につきましても、委託料において、

中継基地整備計画策定業務の入札で、

予 算 執 行 残 が 生 じ た こ と に 伴 い 108

万 円 の 減 額 補 正 を お 願 い す る も の で

ございます。したがいまして、第２款  

衛 生 費 の 第 ３ 項  清 掃 費 全 体 で は

3746 万 2 千円の減額補正をお願いす

るものでございます。  

なお、１１ページは、補正予算給与

費明細書でございまして、一般職につ

きましての給料、職員手当、共済費の

内訳となっております。  

以 上 、 議 案 第 １ 号  平 成 ３ ０ 年 度

（２０１８年度）彦根愛知犬上広域行
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政組合一般会計補正予算（第２号）の

説明とさせていただきます。よろしく

ご 審 議 い た だ き ま す よ う お 願 い い た

します。  

○議長（西川正義君） これより、質

疑を行います。質疑の通告書が提出さ

れておりませんので、質疑なしと認め

ます。以上で、議案第１号に対する質

疑を終結いたします。  

○議長（西川正義君） これより、討

論を行います。討論は、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（西川正義君） 討論なしと認

め、討論を終結いたします。  

これより、採決を行います。議案第

１号  平成３０年度（２０１８年度）

彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計

補正予算（第２号）を、原案のとおり

決することに、賛成の諸君の起立を求

めます。  

〔賛成者起立〕  

ご着席願います。起立全員でありま

す。よって、議案第１号  平成３０年

度（２０１８年度）彦根愛知犬上広域

行政組合一般会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。  

 

日 程 第 ４  議 案 第 ２号  平 成 ３ １ 年

度（２０１９年度）彦根愛知犬上広域

行政組合一般会計予算  

○議長（西川正義君） 次に、日程第

４、議案第２号  平成３１年度（２０

１９年度）彦根愛知犬上広域行政組合

一般会計予算を議題といたします。職

員に議案を朗読させます。  

〔藤野議会事務局副主幹朗読〕  

○議長（西川正義君） 提案者の説明

を求めます。管理者。  

○管理者（大久保貴君）  それでは、

議案第２号  平成３１年度（２０１９

年度）彦根愛知犬上広域行政組合一般

会計予算の概要につきまして、ご説明

を申し上げます。  

 予算総額につきましては、歳入歳出

それぞれ 4 億 7336 万 7 千円とするも

ので、中山投棄場の中継基地事業終了

に 伴 い ま す 跡 地 利 用 計 画 の 策 定 や 新

たな施設整備に係る実施設計、新ごみ

処 理 施 設 関 係 の 調 査 業 務 に 係 る 経 費

等を計上いたしましたことなどから、

前年度と比べますと 7445 万 5 千円の

増額となるものでございます。  

予算の詳細につきましては、この後、

事務局からご説明申し上げますが、主

なものといたしましては、紫雲苑にお

きまして、経年による炉設備の修繕経

費を、また、中山投棄場関係では、浸

出 水 処 理 設 備 の 修 繕 や 管 理 棟 外 壁 等

の 改 修 工 事 経 費 お よ び 中 継 基 地 と し

ま し て 県 外 民 間 処 理 業 者 の 処 分 場 に

廃棄物を搬出し、処分するための経費

を引き続き、計上するとともに、中継

基 地 事 業 終 了 後 の 新 た な 中 継 基 地 整

備 の た め の 実 施 設 計 業 務 に つ い て 経

費 を 予 算 計 上 さ せ て い た だ い た と こ

ろでございます。  

また、新ごみ処理施設関係の事業に

つきましては、施設整備基本計画策定
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等関係経費を引き続き、計上いたしま

し て 専 門 的 に 必 要 と な る ４ つ の 調 査

業務、これらは環境影響評価業務、地

質・断層調査業務、地歴調査業務、地

形測量調査業務でございますが、これ

ら の 経 費 を 予 算 計 上 さ せ て い た だ い

たものでございます。  

非 常 に 厳 し い 財 政 状 況 下 で ご ざ い

ますが、当組合の運営につきましては、

各構成市町のご理解を頂戴しながら、

住 民 サ ー ビ ス の 向 上 に 努 め て ま い り

ますので、よろしくご審議のほどお願

いいたします。  

○議長（西川正義君） 続いて、事務

局からの詳細説明を求めます。総務課

長。  

○総務課長（金田憲治君） 議案第２

号  平成３１年度（２０１９年度）彦

根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計 予

算につきまして、お手元の一般会計予

算書でご説明させていただきます。併

せまして、別添２の一般会計予算案の

概 要 も ご 参 照 い た だ き ま す よ う お 願

いいたします。失礼しまして、着座に

て説明させていただきます。  

平 成 ３ １ 年 度 の 予 算 編 成 に 当 た り

ましては、各構成市町の財政状況や財

政 健 全 化 に 向 け た 取 組 を 十 分 に 踏 ま

え、引き続き経費節減に努めながら、

各 施 設 の 維 持 管 理 経 費 に 対 応 す る と

ともに、主要な事業を中心に円滑な組

合運営に資するよう留意し、編成を行

いました。  

まず、歳入面では事業実施に合わせ

た構成市町の負担金や、実績を反映さ

せ た 使 用 料 お よ び 国 の 補 助 事 業 に 対

す る 循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金 を 計

上しております。  

歳出面では、火葬業務および不燃ご

みの処分につきましては、紫雲苑、中

山投棄場・日夏投棄場の各施設の適正

な運営、維持管理に必要となる経費を

予算計上しており、特に紫雲苑は、経

年による炉設備の修繕経費を、中山投

棄場関係では、浸出水処理設備の修繕

や 管 理 棟 外 壁 等 の 改 修 工 事 経 費 お よ

び 中 継 基 地 と し て 県 外 民 間 処 理 業 者

の処分場に廃棄物を搬出し、処分する

ための経費を引き続き、計上するとと

もに、中山投棄場に代わる新たな中継

基 地 整 備 の た め の 実 施 設 計 業 務 や 跡

地 利 用 計 画 策 定 業 務 に 係 る 経 費 を 予

算計上させていただきました。  

 また、新ごみ処理施設関係の事業に

つきましては、債務負担行為の最終年

度 に な り ま す 施 設 整 備 基 本 計 画 策 定

等関係経費を引き続き計上し、４つの

調 査 業 務 の 経 費 を 計 上 さ せ て い た だ

きました。  

 このように、中山投棄場関係経費や

新 ご み 処 理 施 設 関 係 経 費 な ど を 予 算

計上したことから、前年度当初予算額

と比べ 7445 万 5 千円の増額となり、

歳入歳出それぞれ 4 億 7336 万 7 千円

を予算計上させていただきました。  

 なお、本定例会に先立ちまして、去

る ２ 月 １ ３ 日 に 開 催 さ れ ま し た 全 員

協議会におきまして、事務局長より詳
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細に説明いたしておりますので、本日

は主な内容について、ご説明させてい

ただきます。  

 それでは、予算書の１ページをお開

き願います。第１条で歳入歳出予算の

総額を、それぞれ 4 億 7336 万 7 千円

と定め、第２条で債務負担行為を定め

ております。  

 ここで恐れ入りますが、４ページを

お願いいたします。この債務負担行為

ですが、４ページの第２表で、まず上

段 の 中 山 投 棄 場 の 一 般 廃 棄 物 処 理 委

託業務につきまして、平成３２年度の

委託料を限度額 7649 万円で設定する

ものでございます。また、下段の環境

影響評価業務につきましては、平成３

２ 年 度 か ら 平 成 ３ ４ 年 度 ま で を 期 間

とし 1 億 8144 万円の限度額を設定す

るものでございます。  

 次に５ページ、６ページですが、総

括になっております。  

 続きまして、歳入の説明をさせてい

ただきますので、７ページをお願いい

たします。第１款  分担金及び負担金、

第１項  分担金、第１目  分担金につ

きましては、中山投棄場に係る起債の

償 還 金 を 構 成 団 体 に ご 負 担 願 う も の

で、平成３０年度をもって償還が終了

しましたことから、市町分担金はござ

いません。同じく、第２項  負担金、

第１目  負担金、第１節  市町負担金、

4 億 1967 万 1 千円は組合の運営管理

費 を 構 成 市 町 に ご 負 担 願 う も の で ご

ざいます。内訳につきましては、説明

欄に記載のとおりでございます。  

次に、８ページをお願いいたしま

す。第２款  使用料及び手数料、第１

項  使用料、第１目  衛生使用料、第

１節  斎場使用料、2903 万円は前年度

より 317 万 6 千円の増額です。これは

前 年 度 の 実 績 等 を 見 込 ん で 積 算 を し

ております。第２節  投棄場使用料、

162 万 4 千円は、前年度より 14 万 4 千

円の減額です。これは、搬入物検査を

強 化 し た こ と や 搬 入 量 自 体 が 減 少 傾

向にありまして、実績を基に積算して

おります。  

次に、９ページをお願いいたします。

第３款  国庫支出金、第１項  国庫補

助金、第１目  衛生費国庫補助金でご

ざいます。循環型社会形成推進交付金

1987 万 2 千円は国の交付金対象とな

っ て お り ま す 新 ご み 処 理 施 設 に 関 し

ての環境影響評価業務、地質・断層調

査業務、地歴調査業務、地形測量調査

業務の４つの調査業務について、補助

率３分の１で積算し、予算計上してお

ります。  

次に、１０ページをお開き願います。 

第４款  財産収入でございまして、利

子 及 び 配 当 金 は 記 載 の と お り で ご ざ

います。なお、基金利率は 0.06％で算

出しておりますが、斎場施設整備基金

のみ金額が少額のため 0.01％での運

用で算出しております。  

続きまして、１１ページをお願い

いたします。第５款  繰入金、第１

項  基金繰入金、第４目  退職手当
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基金繰入金につきましては、前年度

と同額で 1 千円を計上いたしており

ます。  

次に、１２ページ、１３ページを

お開き願います。第６款  繰越金と

第７款  諸収入でございまして、そ

れぞれ記載のとおりでございますが、

諸収入のうち、第２項  雑入、第２

目  雑入は 4 万 5 千円を計上してお

りまして、紫雲苑の骨箱売却収入、

設置の自動販売機売上手数料、共済

サービスの事務手数料で、前年度よ

り 1 万 3 千円の減額でございます。  

以上、歳入予算の説明とさせてい

ただきます。  

次に、歳出を説明させていただき

ます。１４ページをお願いいたしま

す。  

第１款  議会費は、組合議会の運

営に係る経費でございまして、予算

額は 34 万 5 千円で、前年度と同額で

ございます。  

次に、１５ページをお願いいたし

ます。第２款  衛生費、第１項  衛

生管理費、第１目  一般管理費は組

合職員の給料、賃金等の人件費をは

じめ、組合全般の事務的業務に係る

経費でございまして、予算額は 1 億

4975 万 2 千円で、前年度に比べまし

て、1068 万 1 千円の減額となってお

ります。内訳でございますが、第１

節  報酬、25 万 4 千円につきまして

は、説明欄に記載の委員報酬でござ

いまして、前年度と同額でございま

す。第２節  給料は 5204 万 8 千円

で、派遣職員７名、プロパー職員７

名分の給料でございます。前年度当

初は、紫雲苑場長職を派遣職員で見

ておりましたが、平成３１年度は嘱

託 職 員 で 計 上 し た こ と な ど に よ り

707 万 7 千円の減額となっておりま

す。第３節  職員手当等は 4559 万 6

千円で、職員構成の見直しなどによ

り、前年度と比べまして、636 万 4 千

円の減額となっております。第４節  

共済費は 2215 万 7 千円で、 192 万 1

千円の減額となっております。これ

につきましても、職員構成の見直し

などにより、減額となっております。

第７節  賃金は 1492 万 6 千円で、

228 万 3 千円の増額となっておりま

す。これは、嘱託職員３名、臨時職

員３名の計６名分で、前年度は派遣

職員として見ていた紫雲苑場長職に

ついて、嘱託職員として賃金で計上

したことなどにより、増額となって

おります。  

 続きまして、１６ページをお開き

願います。第１１節  需用費の中の

修繕料、86 万 3 千円は前年度より 81

万 3 千円の増額となっております。

これは、豊栄のさと事務所の電話主

装置が古くなっていることから、更

新する工事代を計上させていただい

たことによるものでございます。第

１３節  委託料は 377 万 3 千円で、

法律事務所との顧問契約や新地方公

会計制度に係る支援業務、職員の健
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康診断などの委託料のほか、現在、

紙ベースで管理を行っている組合の

例規を、平成３１年度、新たに情報

システムで管理するために例規シス

テム構築業務の経費を計上しており、

前年度に比べ 25 万 9 千円の増額と

なっております。第１８節  備品購

入費は、職員の業務用パソコンの使

用年数が古くなってきましたことか

ら 、 パ ソ コ ン １ ２ 台 分 の 更 新 経 費

348 万 9 千円を計上させていただき

ました。  

 続きまして、１７ページをお願い

いたします。第１９節  負担金、補

助及び交付金、 366 万 4 千円は、派

遣予定の職員数の変更により、退職

手当金負担金が減となったことなど

から、前年度より 201 万 7 千円の減

額となっております。続きまして、

第２目  財政調整基金積立金、第３

目  投棄場重機・施設整備基金積立

金および第４目  斎場施設整備基金

積立金は、各基金の利子を積み立て

るものでございます。また、第５目  

退職手当基金積立金、 335 万 7 千円

は、基金利子の積み立てと、プロパ

ー職員の給料を退職手当組合が定め

ております率で積み立てするもので、

職員の新規採用により、対象者が１

名増となりますことから、前年度よ

り 25 万 9 千円の増額となっており

ます。  

続きまして、第２項  保健衛生費、

第１目  斎場管理費は、火葬場、紫

雲苑の運営および維持管理に要する

経費でございまして、予算額としま

しては 4098 万 3 千円で、主に需用費

の増加によりまして、前年度に比べ

まして、全体で 1182 万 7 千円の増額

となっております。第１１節  需用

費の消耗品費は、94 万 3 千円で火葬

炉台車五徳および台車保護材のＣＭ

ガード、プラストなど、また、その

他事務用品等で、前年度より 17 万 4

千円の減額となっております。同じ

く、燃料費 865 万 6 千円は、火葬用

燃料の灯油代、公用車ガソリン代で、

前年度より 253 万 1 千円の増額とな

っております。これは、燃料単価の

上昇と前年度実績を基に積算したも

のでございます。  

次に、１８ページをお願いいたし

ます。光熱水費、 776 万 4 千円は、

電気代および水道代で、前年度より

102 万 1 千円の減額となっておりま

す。これは、電気代の契約内容を見

直したことによるものでございます。

同じく、修繕料、 1154 万 8 千円は、

平成３０年度まで保証期間内であっ

た火葬炉設備機器の修繕につきまし

て、新たに予算計上したものでござ

います。次に、第１３節  委託料は

1142 万 5 千円で、電気工作物保安管

理業務など１１の委託業務に係る経

費で、前年度より 76 万 7 千円の減額

となっております。次に、第１８節  

備品購入費、7 万円は、清掃作業用と

して充電式ブロワを購入しようとす
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るもので、前年度より 2 千円の減額

となっております。  

続きまして、１９ページをお願い

いたします。第３款  清掃費、第１

目  投棄場管理費は、中山投棄場の

運営および日夏投棄場を併せた施設

の維持管理に要する経費でございま

して、予算額としましては 2 億 577

万 6 千円で、需用費の修繕料や工事

請負費が増加したため、前年度に比

べまして、全体で 1097 万 6 千円の増

額となっております。まず、第４節  

共済費、 7 万 2 千円は、投棄場のご

み搬入物検査員および日直員に係り

ます労災保険料で、保険料率が上が

ったことなどから、前年度より 6 千

円の増額となっております。次に、

第７節  賃金、 552 万 5 千円は、搬

入物検査員および日直員の賃金で、

検査員の出務日数の増および日直員

の賃金単価の上昇で、前年度より 4

万 4 千円の増額となっております。

続いて、第８節  報償費、341 万 6 千

円は、投棄場建設時における地元と

の覚書等によりまして、鳥居本学区

自治連合会、中山町中山自治会に支

払う環境保全対策金、および日夏投

棄場に係る三津屋町農業組合に支払

う河川清掃協力感謝金で、前年度と

同額を計上いたしております。次に、

第１１節  需用費のうち、消耗品費、

151 万 1 千円は、浸出水処理に使用

します薬品代、作業服および事務消

耗品等々でございます。単価や数量

を見直しましたことにより、前年度

に比べまして、10 万 9 千円の減額と

なっております。次に、同じく、光

熱水費、453 万円は、日夏投棄場およ

び中山投棄場の各浸出水処理施設の

電気代と水道代でございます。こち

らも、電気代の契約内容を見直した

ことにより、前年度に比べまして 72

万円の減額となっております。同じ

く、修繕料、3186 万 1 千円は、公用

車の車検、重機の点検整備、浸出水

処 理 設 備 等 の 修 繕 で 、 前 年 度 よ り

1191 万 8 千円の増額となりました。

これは、中山投棄場の浸出水処理設

備において、緊急遮断弁の整備・取

替等の必要が生じましたことなどに

よりまして、中山投棄場の修繕工事

が大きく増えることとなったもので

ございます。次に、第１３節  委託

料は、２０ページにわたっておりま

すが、1 億 3185 万 4 千円を計上いた

しております。説明欄に記載してお

りますとおり、中山・日夏両投棄場

の浸出水処理施設の維持管理、投棄

場施設内設備の法定点検と施設管理、

法令と公害防止協定に基づく水質検

査等の業務委託のほか、平成３１年

度から３２年度までの２年間を債務

負担行為として措置する一般廃棄物

の県外搬出処分に係る委託業務や沈

砂池清掃業務。また、平成３１年度、

新たに予算計上しておりますトラッ

クスケール点検整備および代行検査

と、そのプログラム変更業務、中山
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投棄場の跡地利用計画策定業務など

計２３業務についての委託料で、平

成３１年度に新たに予算計上する委

託業務がある一方、搬入・処分量が

減少していることにより、一般廃棄

物処理業務経費が大幅減となってい

ることなど、委託料全体としまして

は、前年度と比べまして、2196 万円

の減額となっております。  

次に、２０ページの第１５節  工

事請負費、2224 万 8 千円は、中山投

棄場事務所の外壁と屋根が腐食等で

傷みがひどく、雨漏りがするような

状況でありますことから、塗装工事

などを行うため、平成３１年度新た

に予算計上をさせていただいたもの

でございます。  

続いて、２１ページをお願いいた

します。第１８節  備品購入費、 15

万 4 千円は、場内において、円滑に

現場と事務所間の連絡やりとりを行

うため、トランシーバーを購入しよ

うとするもので、前年度に比べまし

て 8 万 3 千円の増額となっておりま

す。次に、第１９節  負担金、補助

及び交付金、238 万円は、県廃棄物適

正管理協議会費と、中継基地事業に

伴う廃棄物の県外搬出に伴い、受け

入れ先の三重県伊賀市に対する環境

保全負担金でありまして、搬出量が

減っていることから、前年度に比べ

まして 51 万 4 千円の減額となって

おります。続きまして、第２目  塵

芥焼却場費は、新ごみ処理施設建設

に向けて取り組む事業に要する経費

でございまして、予算額は 7206 万 2

千円で、環境影響評価業務を含む４

つの調査業務などを計上しており、

前年度に比べまして 6659 万 7 千円

の増額となっております。なお、歳

入でもご説明いたしましたが、国庫

支出金であります循環型社会形成推

進交付金、1987 万 2 千円を特定財源

として見込んでおります。第１３節  

委託料は 7130 万 2 千円で、平成２９

年度から３か年にわたる債務負担行

為を行い、平成３１年度が最終年に

当たります新ごみ処理施設整備基本

計画策定等業務、それと、環境影響

評価、地質・断層調査、地歴調査、

地形測量調査の４つの調査業務およ

び中山投棄場での中継基地事業終了

後の新たな中継基地整備のための実

施設計業務の委託料となっており、

前年度に比べまして 6670 万 1 千円

の増額となっております。このうち、

環境影響評価業務を含む４つの調査

業務は、建設候補地での新ごみ処理

施設建設に向けて必要となる調査業

務でありますことから、あらためて

平成３１年度当初予算に計上させて

いただくものでございます。また、

中山投棄場に代わる新たな中継基地

整備に係る実施設計業務につきまし

ては、平成３３年３月に中山投棄場

での事業が終了しますことから、予

算計上させていただいたものでござ

います。  
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次に、２３ページをお開き願いま

す。第３款  公債費につきましては、

中山投棄場に係る起債の償還が、平

成３０年度をもって終了しましたこ

とから廃止となっております。  

最後に２４ページをお開き願いま

す。第４款  予備費につきましては、

前年度と同額の 100 万円を計上して

おります。これにつきましても、前

年度と同額でございます。  

以上が歳出予算の説明でございま

す。  

続きまして、２５ページでござい

ますが、給与費明細書で、特別職の

給与費、また、２６ページから２８

ページにかけましては、一般職の給

与費および職員手当の状況等に関す

る明細でございます。  

そして、２９ページでございます

が、上段の表は、債務負担行為に係

る事業の支出予定額等に関する資料

でございます。一般廃棄物処理委託

業務につきましては、中継基地に係

る費用になっておりまして、支出予

定額としましては、平成３２年度、

7649 万円でございます。また、彦根

愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基

本計画策定等業務につきましては、

平成３１年度で 239 万 9 千円の支出

予定となっております。  

 続きまして、下段の表につきまし

ては、地方債の起債の見込みに関す

る調書でございます。平成３０年度

に、元金 449 万 1 千円を償還しまし

て、新規の起債借入の予定はござい

ません。平成３１年度末の現在高見

込額が０円となっております。  

以上で、議案第２号  平成３１年

度（２０１９年度）彦根愛知犬上広

域行政組合一般会計予算の説明とさ

せていただきます。  

よろしくご審議いただきますよう

お願いいたします。  

○議長（西川正義君） これより、質

疑を行います。質疑の通告書が提出さ

れておりませんので、質疑なしと認め

ます。以上で、議案第２号に対する質

疑を終結いたします。  

○１６番（安澤勝君）  議長、動議。 

○議長（西川正義君） 安澤君、議長

席へお願いいたします。  

○議長（西川正義君） ただいま、安

澤勝君他６名の方から、議案第２号に

対する修正の動議が提出されました。

この動議は、所定の発議者があります

ので成立いたします。暫時休憩いたし

ます。  

 

〔午後 2 時 43 分休憩〕  

 

〔午後 2 時 50 分再開〕  

 

○議長（西川正義君） 休憩前に引き

続き会議を開きます。ここで、議案第

２号に対する修正案について、提出者

の説明を求めます。１６番  安澤勝君。 

○１６番（安澤勝君） それではただ

いま、議長のお許しをいただきました
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ので、平成３１年度（２０１９年度）

彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計

予算、議案第２号につきまして、修正

の動議をするものでございます。  

昨 年 ８ 月 ２ ９ 日 開 催 の 彦 根 愛 知 犬

上広域行政組合議会定例会で、平成３

０年度（２０１８年度）彦根愛知犬上

広 域 行 政 組 合 一 般 会 計 補 正 予 算 に お

きまして、環境影響評価業務、 874 万

8 千円、断層調査業務、2700 万円、地

歴調査業務、 259 万 2 千円、地形測量

調査業務、799 万 2 千円を計上されま

したが、原案は賛成多数で否決され、

減 額 修 正 さ れ た 予 算 案 が 賛 成 多 数 で

可決されました。今期、定例会におき

ま し て も 議 案 第 ２ 号  平 成 ３ １ 年 度

（２０１９年度）彦根愛知犬上広域行

政組合一般会計予算では、環境影響評

価業務、 1663 万 2 千円、断層調査業

務、3240 万円、地歴調査業務、248 万

4 千円、地形測量調査業務、 810 万円

を計上されています。しかしながら、

た だ い ま 述 べ ま し た ４ 項 目 の 調 査 業

務費用につきましては、管理者が定め

ら れ た 愛 荘 町 竹 原 区 を 対 象 と し た 調

査業務費用であり、先の議会と同様に

こ れ ら の 予 算 は 認 め る わ け に は い き

ません。よって、一般会計予算につい

て、修正動議をお願いするものです。

議 員 各 位 の ご 理 解 と ご 賛 同 を お 願 い

いたしまして、修正動議の説明といた

します。以上です。  

○議長（西川正義君） 暫時休憩いた

します。  

 

〔午後 2 時 52 分休憩〕  

 

〔午後 2 時 56 分再開〕  

 

○議長（西川正義君） 休憩前に引き

続き会議を開きます。これより、修正

案に対する質疑に入ります。質疑の通

告は、今のところありません。質疑あ

りませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（西川正義君） 質疑なしと認

め、質疑を終結いたします。  

○議長（西川正義君） これより、討

論に入ります。討論の通告についてご

ざいません。討論、皆さんございませ

んか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（西川正義君） 討論なしと認

め、討論を終結いたします。  

これより、採決を行います。ただ

いま議題となっております議案第２

号  平成３１年度（２０１９年）彦

根愛知犬上広域行政組合一般会計予

算に対する安澤勝君他６名から提出

された修正案について採決をいたし

ます。お諮りいたします。本修正案

に賛成の諸君の起立を求めます。  

〔賛成者起立〕  

ご着席願います。起立多数でありま

す。よって議案第２号  平成３１年度

（２０１９年度）彦根愛知犬上広域行

政 組 合 一 般 会 計 予 算 に 対 す る 修 正 案

は可決されました。  
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○議長（西川正義君） 次に、ただい

ま 修 正 議 決 し た 部 分 を 除 く 原 案 に つ

いて、採決をいたします。お諮りいた

し ま す 。 議 案 第 ２ 号  平 成 ３ １ 年 度

（２０１９年度）彦根愛知犬上広域行

政 組 合 一 般 会 計 予 算 の 修 正 部 分 を 除

く、その他の部分については原案のと

お り 決 す る こ と に 賛 成 の 諸 君 の 起 立

を求めます。  

〔賛成者起立〕  

ご着席願います。起立多数でありま

す。よって、修正議決した部分を除く、

そ の 他 の 部 分 は 原 案 の と お り 可 決 さ

れました。  

 

日 程 第 ５  議 案 第 ３号  彦 根 愛 知 犬

上 広 域 行 政 組 合 職 員の 給 与 に 関 す る

条例の一部を改正する条例案  

○議長（西川正義君） 次に、日程第

５、議案第３号  彦根愛知犬上広域行

政 組 合 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 案 を 議 題 と い た し

ます。職員に議案を朗読させます。  

〔藤野議会事務局副主幹朗読〕  

○議長（西川正義君） 提案者の説明

を求めます。管理者。  

○管理者（大久保貴君）  それでは、

議 案 第 ３ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政

組 合 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 案 の 概 要 に つ き ま し

て、ご説明申し上げます。  

昨 年 ８ 月 の 人 事 院 に よ る 給 与 改 定

等に関する勧告を受けまして、昨年１

１月３０日に、国において一般職の職

員 の 給 与 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 が 公 布 さ れ ま し た こ と か

ら、当組合の一般職の職員の給与につ

きましても、一般職の国家公務員の給

与改定に準じ、所要の改正を行うもの

でございます。具体的には、行政職の

給料表において、平均 0.2％の引き上

げ、１級の初任給の 1500 円の引き上

げ、勤勉手当の支給月数の改定等々で

ございます。  

詳細につきましては、事務局からご

説明申し上げますので、よろしくご審

議のほどお願い申し上げます。  

○議長（西川正義君） 続いて、事務

局からの詳細説明を求めます。総務課

長。  

○総務課長（金田憲治君） それでは、

議 案 第 ３ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政

組 合 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部

を改正する条例案について、ご説明さ

せていただきます。  

あらかじめ、条例案および別添３の

条 例 改 正 概 要 書 を 配 付 さ せ て い た だ

いておりますが、去る２月１３日の当

組合議会全員協議会におきまして、事

務 局 長 よ り 詳 細 説 明 を い た し て お り

ますので、本日は、条例案の別添でご

ざ い ま す 条 例 改 正 概 要 書 に よ り ま し

て、ご説明させていただきます  

こ の た び 改 正 し よ う と い た し ま す

のは、彦根愛知犬上広域行政組合職員

の給与に関する条例でございます。平

成３０年８月１０日に、平成３０年度

の 人 事 院 に よ る 給 与 改 定 等 に 関 す る
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勧告を受けまして、国において、一般

職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 等 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 が 昨 年 １ １ 月 ３ ０

日に公布されました。当組合では、組

合採用のプロパー職員の給与制度、運

用等につきましては、これまでから彦

根 市 に 準 じ る 取 扱 い を し て お り ま す

ことから、今回の改正につきましても、

彦根市の改正内容を勘案し、このたび

の法律改正による給与改定に準じ、組

合職員の給与等について、所要の改正

を行おうとするものでございます。  

条 例 改 正 概 要 書 の 右 側 を ご 覧 い た

だきたいと存じます。改正の内容でご

ざまいますが、大きく２つの条で構成

しております。まず、第１条による改

正は、行政職の給料表において、平均

0.2％ の 引 き 上 げ 、 １ 級 の 初 任 給 の

1500 円引き上げ、勤勉手当の支給月の

改定を行い、１２月をプラス 0.05 月

とするもので、これは平成３０年度で

ございます。また、第２条による改正

につきましては、平成３１年度以降、

期末手当において、支給月数を６月期

お よ び １ ２ 月 期 で 均 等 に す る た め の

支給月数の改定を行うものであり、ま

た、勤勉手当においては、第１条によ

る 支 給 月 数 の 引 き 上 げ を ６ 月 期 お よ

び １ ２ 月 期 で 均 等 に す る た め の 支 給

月数の改定を行うものでございます。

この条例は、公布の日から施行します

が、第２条の規定は、平成３１年４月

１日から施行するもので、また、第１

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 当 組 合 職 員

の給与に関する条例の規定は、平成３

０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る こ と を 付

則において定めております。  

なお、この内容で、昨年１２月７日

に労働組合と団体交渉を行い、労使間

で 妥 結 に 至 っ て お り ま す こ と に つ き

まして、併せてご報告させていただき

ます。  

以上で、議案第３号  彦根愛知犬上

広 域 行 政 組 合 職 員 の 給 与 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 の ご 説 明

とさせていただきます。よろしくご審

議のほどお願いいたします。  

○議長（西川正義君） これより、質

疑を行います。質疑の通告書が提出さ

れておりませんので、質疑なしと認め

ます。以上で、議案第３号に対する質

疑を終結いたします。  

○議長（西川正義君） これより、討

論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（西川正義君） 討論なしと認

め、討論を終結いたします。  

 これより、採決を行います。議案第

３ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 職

員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 案 を 原 案 の と お り 決 す る こ

とに、賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕  

ご着席ください。起立全員でありま

す。よって、議案第３号  彦根愛知犬

上 広 域 行 政 組 合 職 員 の 給 与 に 関 す る

条例の一部を改正する条例案は、原案

のとおり可決されました。  
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日 程 第 ６  議 案 第 ４号  彦 根 愛 知 犬

上 広 域 行 政 組 合 斎 場の 設 置 お よ び 管

理 に 関 す る 条 例 の 一部 を 改 正 す る 条

例案  

○議長（西川正義君） 次に、日程第

６、議案第４号  彦根愛知犬上広域行

政 組 合 斎 場 の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 を 議

題といたします。職員に議案を朗読さ

せます。  

〔藤野議会事務局副主幹朗読〕  

○議長（西川正義君） 提案者の説明

を求めます。管理者。  

○管理者（大久保貴君）  それでは、

議 案 第 ４ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政

組 合 斎 場 の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 の 概 要

につきましてご説明申し上げます。  

 現在、斎場の使用に際しましては、

使 用 者 は 使 用 許 可 を 受 け た と 同 時 に

使 用 料 を 納 付 す る こ と と し て お り ま

すが、管理者が認める場合に限り、後

納 す る こ と が で き る 規 定 を 設 け る も

のでございます。これまでは、生活保

護 法 に よ り ま し て 管 内 市 町 か ら 葬 祭

扶 助 の 保 護 を 受 け る 者 に つ き ま し て

は 使 用 料 を 免 除 し て お り ま し た け れ

ども、生活保護法による葬祭扶助費と

し て 県 お よ び 市 町 か ら 納 付 い た だ く

こととすることに伴いまして、使用許

可 と 同 時 に 使 用 料 を 納 付 す る こ と が

困難であると想定されますことから、

後 納 で き る 規 定 の 条 文 を 追 加 す る も

のでございます。  

 詳細につきましては、事務局からご

説明申し上げますので、よろしくご審

議のほどお願い申し上げます。  

○議長（西川正義君） 事務局からの

詳細説明を求めます。総務課長。  

○総務課長（金田憲治君） それでは、

議 案 第 ４ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政

組 合 斎 場 の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 に つ い

て、ご説明させていただきます。  

 条 例 案 お よ び 別 添 ４ の 条 例 改 正 概

要書をご覧いただきたいと思います。

まず、条例改正等の趣旨でございます

が、現在、斎場の使用に際しては、使

用 者 は 使 用 許 可 を 受 け た と 同 時 に 使

用 料 を 納 付 す る こ と と し て お り ま す

が、そこに管理者が認める場合に限り、

後 納 す る こ と が で き る 規 定 を 設 け よ

うとするものでございます。  

内容につきましては、本条例第４条

に、第２項として、前項の使用料は、

前納とする。ただし、管理者が特別の

理由があると認めたときは、この限り

でない、との１項を加えるものです。 

今回、条例改正を行う理由につきまし

ては、これまで紫雲苑では彦根愛知犬

上 広 域 行 政 組 合 斎 場 の 設 置 お よ び 管

理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 に 使 用 料 の

減免規定を定め、生活保護法により管

内 市 町 か ら 葬 祭 扶 助 の 保 護 を 受 け る

者、行旅病人及び行旅死亡人取扱法に

規定する行旅死亡人、そして、墓地、

埋葬等に関する法律の規定により、火
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葬される者について、使用料を減免し

てまいりました。しかしながら、生活

保護世帯においては、生活保護法によ

り 葬 祭 扶 助 と し て 県 お よ び 市 の 福 祉

事 務 所 か ら 使 用 料 を 納 付 い た だ け る

ため、減免規定から削除するものでご

ざいます。また、行旅病人及び行旅死

亡人取扱法に基づく、住所、居所等が

知れず、かつ引取者のない死亡人、お

よび墓地、埋葬等に関する法律に基づ

く、独りで身寄りのない死亡人につき

ましては、死亡地の市町が火葬するこ

ととなり、火葬に要する費用について

は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法の

規 定 に よ り 県 の 負 担 と な り ま す こ と

から、併せて、同様に減免規定から削

除するものでございます。  

 つきましては、使用料は、県および

市町による納付となり、使用許可と同

時 に 使 用 料 を 納 付 す る こ と が 困 難 で

あると想定されますことから、使用料

の 後 納 が 可 能 と な る 条 文 を 本 条 例 に

追加するものでございます。  

 なお、この条例改正に併い、規則に

つきましても、所要の改正が必要とな

り、後納規定は地方公共団体等に限り

適用することとし、規則改正を行って

まいります。  

 以 上 で 議 案 第 ４ 号  彦 根 愛 知 犬 上

広 域 行 政 組 合 斎 場 の 設 置 お よ び 管 理

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

案の説明とさせていただきます。よろ

しくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（西川正義君） これより、質

疑を行います。質疑の通告書が提出さ

れておりませんので、質疑なしと認め

ます。以上で、議案第４号に対する質

疑を終結いたします。  

○議長（西川正義君） これより、討

論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（西川正義君） 討論なしと認

め、討論を終結いたします。  

 これより、採決を行います。議案第

４ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 斎

場 の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 案 を 原 案 の と お

り 決 す る こ と に 賛 成 の 諸 君 の 起 立 を

求めます。  

〔賛成者起立〕  

ご着席願います。起立全員でありま

す。よって、議案第４号  彦根愛知犬

上 広 域 行 政 組 合 斎 場 の 設 置 お よ び 管

理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７  一般質問  

○議長（西川正義君） 次に、日程第

７、定例会でありますので、当組合所

管事項に対する一般質問を行います。 

一 般 質 問 の 発 言 通 告 書 が ２ 名 の 方

から提出されておりますので、順次発

言 を 許 し ま す 。 そ の 順 位 は 、 １ ６ 番  

安澤勝君、５番  山内善男君といたし

ます。なお、一括質問、一括答弁でご

ざいますので、質問者は一括で質問を

していただきたいと思います。１６番  

安澤勝君。  



 

19 

 

○１６番（安澤勝君） それでは、一

般質問をさせていただきます。  

 新ごみ処理施設について、お伺いを

したいと思います。彦根愛知犬上広域

行 政 の 新 ご み 処 理 施 設 建 設 候 補 地 の

選定については、さまざまな意見があ

ることから一本化できなかったため、

管 理 者 の 責 任 に お い て 愛 荘 町 竹 原 区

に決めましたと、管理者はいつでも答

弁をしておられました。しかし、決定

に 至 る 経 緯 や 周 辺 自 治 会 の 猛 反 対 な

どもあり、私たち彦根市議会は議会と

し て 竹 原 決 定 の 白 紙 撤 回 を 求 め て き

ました。今定例会において、一定の成

果 が 出 る こ と に 期 待 を し て お り ま す

が、周辺地域の理解も得られず、また

広 域 行 政 組 合 議 会 の 承 認 も 得 ら れ な

いで、新ごみ処理施設建設は喫緊の課

題であるにもかかわらず、いたずらに

時間だけを費やし、混乱を招いた責任

は 全 て 管 理 者 に あ る と 言 わ ざ る を 得

ません。  

管理者として、どのように責任を感

じておられ、いかにして責任を取るお

考えなのか。そして、今後、どのよう

に 広 域 行 政 組 合 を 運 営 し て い こ う と

お考えなのでしょうか。  

さて、彦根市新庁舎建設に当たって

は、当初予定した価格よりも随分高く

積算がされています。人件費や材料の

高騰もその要因ではありますが、いず

れ に し て も 喫 緊 の 課 題 で あ る 新 ご み

処理施設は、どこかに建設しなければ

なりません。今、組合としてお考えの

施設規模で結構ですので、現在の見込

みとしていつ頃には建設し、供用した

いとお考えなのでしょうか。また、ご

み 処 理 施 設 だ け の 建 設 費 は ど れ だ け

かかると積算しておられるのか、お示

しください。併せて１市４町の負担割

合 と そ れ ぞ れ の 負 担 金 額 は ど の よ う

になるのかもお示しください。  

○議長（西川正義君）  管理者。  

○管理者（大久保貴君） では、私か

ら 標 題 １ の 要 旨 ① の ご 質 問 に お 答 え

申し上げます。  

彦 根 愛 知 犬 上 地 域 で の 新 た な 広 域

ごみ処理施設の建設につきましては、

既 存 施 設 の 老 朽 化 の 問 題 等 も 考 慮 し

まして、喫緊の課題であるというふう

に 強 く 認 識 を し て い る も の で ご ざ い

ます。平成２９年６月に愛荘町竹原区

を 建 設 候 補 地 と し て 決 定 を い た し ま

した後、現時点まで各種調査業務等の

予 算 の ご 承 認 が い た だ け て お り ま せ

んで、事業が進展していないことにつ

きましては、管理者として責任を感じ

ておりますが、一刻も早く事業を軌道

に乗せていかなければならないと、そ

れ が 私 の 責 任 で あ る と あ ら た め て 強

く認識をしているものでございます。

また、当組合の運営としましては、現

在、新たなごみ処理施設建設に向けま

し た 管 理 者 会 議 や 組 合 議 員 の 皆 様 方

と の 意 見 交 換 会 の 場 を 積 極 的 に 開 催

をしてございまして、今後もより一層、

執行部の結束を強めまして、組合議員

の 皆 様 方 の ご 理 解 が 得 ら れ ま す よ う
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に 意 見 交 換 を 重 ね て ま い り た い と 考

えております。  

○議長（西川正義君） 建設推進室長。 

○建設推進室長（杉山暢基君） 続き

まして、私から標題１の要旨②のご質

問についてお答えいたします。  

新 た な ご み 処 理 施 設 に つ き ま し て

は、当初、平成３９年度からの供用開

始 と す る ス ケ ジ ュ ー ル と し て お り ま

したが、候補地を決定してから既に約

１年半が過ぎております現在も、建設

に 向 け て の 各 種 調 査 業 務 が 実 施 で き

ていないような現状でございます。現

在のところ、供用開始の時期を明確に

はお示しはしておりませんが、現時点

で 各 種 調 査 業 務 を 実 施 す る 予 定 時 期

が１年遅れておりますことから、単純

に 考 え れ ば 供 用 開 始 が １ 年 は 遅 れ て

くるものと考えております。今後、事

業進展がございましたら、併せて実施

で き る 事 業 な ど の 整 理 を 具 体 的 に 行

い、その上で、あらためて今後のスケ

ジ ュ ー ル を ご 報 告 さ せ て い た だ き ま

す の で ご 理 解 賜 り ま す よ う お 願 い い

たします。  

次 に 新 ご み 処 理 施 設 の 建 設 費 用 に

ついてでございますが、昨年度に設置

し、今年度にかけて開催してまいりま

し た 彦 根 愛 知 犬 上 地 域 新 ご み 処 理 施

設整備基本計画検討委員会において、

事業費の検討がなされておりまして、

現時点での計画案によりますと、施設

建設費は概ね 200 億円となっており

ます。各市町の負担割合につきまして

は、平成３０年度の負担金ベースで、

彦 根 市 で は 62.19 ％ 、 愛 荘 町 で は

14.64％、豊郷町では 7.80％、甲良町

では 7.60％、多賀町では 7.77％とな

っております。しかしながら、この費

用につきましては、循環型社会形成推

進 交 付 金 を 活 用 す る こ と で 費 用 の ３

分の１、あるいは２分の１が交付金の

対象となること、また、一般廃棄物処

理事業債を活用することで、費用負担

を分散させられることに加えまして、

起 債 裏 に 対 し 交 付 税 措 置 を 受 け ら れ

る部分もございます。また、民間手法

を 取 り 入 れ た 事 業 手 法 を 採 用 す る こ

となどを検討しておりまして、事業手

法 に よ っ て 建 設 費 用 も 抑 え ら れ る 可

能性もございます。１市４町において

は、非常に厳しい財政状況の中ではご

ざいますので、より効率的で効果的な

事 業 計 画 を 今 後 も 検 討 し て 参 り た い

と考えておりますので、ご理解賜りま

すようよろしくお願いいたします。  

○議長（西川正義君） 再質門ありま

すか。安澤議員。  

○１６番（安澤勝君） まず、管理者

の 方 か ら は ２ ９ 年 ６ 月 に 決 定 を さ れ

ましたが、予算等、認められないとい

う こ と で 責 任 を 感 じ て い る と い う お

言 葉 を 確 認 を さ せ て い た だ き ま し た

が、私の質問にあります、いかにして

責任を取る考えかということで、それ

は こ れ か ら ど う い う ふ う に 責 任 を 取

って、管理者として責任を取っていか

れ る の か と い う こ と を 明 確 に お 答 え
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をいただきたいと思います。  

もう一方、建設費 200 億円というこ

とでございますが、これについてもき

っ ち り と し た 積 算 根 拠 で 見 積 り を 出

しておられるのか、当市のようなです

ね、スケールメリットはこれぐらいだ

ろうということで、こちらの勝手な、

執 行 部 側 の 勝 手 な 思 い 込 み で こ れ ぐ

らいではやってくれるだろうと、いう

ような積算根拠では、またこれが 200

億が 220 億とかいうように膨れ上が

っていく可能性もありますので、その

辺 の 積 算 根 拠 は ど の よ う に な っ て い

るのか、あらためてお伺いしたいと思

います。  

○議長（西川正義君）  管理者。  

○管理者（大久保貴君） 再質問にお

答えを申し上げます。  

先ほどもお答え申し上げましたが、

私としましては、この新ごみ処理施設

を、建設をしていく必要性というもの

を執行部一同、４町の皆様方とも共有

をしてございまして、なんとか建設が

進 ん で い け ま す よ う に 議 会 の 皆 様 と

の対話も重ねながらですね、具体的な

事業を進めていけますように、ご理解

を 得 る よ う に 最 善 を 尽 く し て ま い り

たいと。そのことによって責任を果た

していくということでございます。  

○議長（西川正義君） 建設推進室長。 

○建設推進室長（杉山暢基君） 先ほ

ど 私 の 方 か ら お 答 え を い た し ま し た

200 億円という金額については、各プ

ラ ン ト メ ー カ ー の 方 に 対 し ま し て 実

施 し た 見 積 価 格 を 基 に 算 出 し て い る

ものになります。建設が概ね７年から

８年先ということもございまして、各

プ ラ ン ト メ ー カ ー と し て は 今 後 の 建

設 費 の 高 騰 リ ス ク と い う の も 見 込 ん

だ 上 で の 見 積 り を 出 し て い た だ い て

いるということで 200 億円という形

になっておりますので、よろしくお願

いいたします。  

○議長（西川正義君）  安澤議員。  

○１６番（安澤勝君） 今ほど、管理

者 の 方 か ら 一 定 の お 言 葉 を い た だ き

ましたが、私としては管理者が、この

混 乱 を 招 い た 責 任 を ど う 取 る の か と

いうこと自体にですね、しっかりとし

た 答 弁 を 頂 戴 し て い な い と い う ふ う

に感じておりますので、再度、管理者

と し て の 責 任 の 取 り 方 を ど う 考 え て

い る の か と い う ふ う に お 伺 い を し た

いと思います。  

併せて、先ほど②でございますが、

パ ー セ ン テ ー ジ は お 伺 い を い た し ま

したので、１市４町の負担割合と、そ

の金額という部分で、負担割合につい

てはお伺いしておりますが、負担金額

について答弁漏れがあったので、これ

はお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（西川正義君）  管理者。  

○管理者（大久保貴君） 繰り返しの

ご 答 弁 に な っ て 恐 縮 で ご ざ い ま す け

れど、ご理解をいただくに至っていな

いということは現実でございますが、

議員の皆様方それぞれに、それぞれの

お立場、いろんなご意見があるという
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ことも承知をしてございます。今後、

議 会 の 代 表 者 会 議 等 々 も 踏 ま え て で

すね、議論を重ねて一定の方向性が見

出せるように努力をしていきたいと。

一刻も早く建設に向けての歩みを、再

び 進 め て い き た い と い う こ と を 強 く

感じているところでございます。その

こ と が 私 ど も 彦 根 市 お よ び ４ 町 が 共

通理解の下に進めてございますので、

今後とも管理者会が議論の上に、結束

を し ま し て 進 ん で い き た い と い う ふ

うに考えております。  

○議長（西川正義君） 建設推進室長。 

○建設推進室長（杉山暢基君） 各市

町の負担額につきましては、先ほど答

弁 で 申 し ま し た 負 担 割 合 に つ き ま し

ては、平成２７年度の国勢調査の人口

を 基 に 人 口 割 の 部 分 を 算 出 し て い る

ものになりますけども、今後、各市町

の 人 口 増 減 に よ っ て は 見 直 し の 方 も

し て い か な け れ ば な ら な い よ う な 状

況が生じてくるものになります。また、

現在のところ、起債をどのような形で

起こすかですけども、例えば各市町そ

れ ぞ れ で 財 政 状 況 に 見 合 っ た 額 を 起

債を起こすとかですね、償還期間を何

年 に す る か と い っ た と こ ろ に つ い て

も各市町の財政部局とも、まだ協議が

できていない状況でもございますし、

Ｐ Ｆ Ｉ と か Ｄ Ｂ Ｏ と い っ た 民 間 を 活

用 し た 事 業 手 法 の 方 を 取 り 入 れ ま す

と、建設費の削減もできるということ

ですが、その額の方も、まだ未確定と

いうことがありますことから、現状で

は 各 市 町 に お け る 実 際 に 負 担 い た だ

く だ ろ う と い う よ う な 額 と い う の も

お 示 し す る こ と が で き な い 状 況 で す

ので、ご理解の方、賜りたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（西川正義君） ５番  山内善

男君。  

○５番（山内善男君） それでは、私

の 方 か ら は ３ 点 質 問 さ せ て い た だ き

ます。  

１点目です。紫雲苑における残骨灰

の処理状況について、お伺いいたしま

す。厚生労働省が昨年、火葬場で遺族

が 収 骨 し た 後 に 残 る 残 骨 灰 に つ い て

自治体に調査を実施して、その概要が

新聞でも報道されております。紫雲苑

における残骨灰の処理について、どの

ようにされているのか実態と、今後の

方針、そのまま続けるのかどうかとい

うことも含めてお伺いいたします。  

二つ目です。やはり、紫雲苑に関し

て、ご遺体の受け入れ時の確認につい

て、お伺いいたします。昨年２月定例

会でご遺体の受け入れ時、口頭だけで

やりとりをしていた結果、姓が同じ方

が、ほぼ同じ時刻に搬入をされて、炉

の 名 前 と 実 際 の ご 遺 体 が ク ロ ス し て

入りかけたということがありました。

これは、市長もご存知だというふうに

思いますけども。それで２月の定例会

で、このようなやり方でいいのかとい

うことで質問させていただいた折に、

当局の方から、他の自治体についての

方法も調査し、今後、どういうふうに
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し て い く の か 修 正 も 含 め て 検 討 を さ

せ て い た だ き た い と い う ふ う な 回 答

をいただいておりました。現在、どの

ようにされて、今後、どのようにされ

ていこうとされているのか、現在の到

達 点 に つ い て お 伺 い し た い と い う ふ

うに思います。  

三つ目です。もえないゴミの最終処

理状況について、お伺いいたします。

もえないゴミについては、現在、中山

投 棄 場 を 中 継 基 地 と し て 三 重 県 の 事

業 者 に 処 理 を 委 託 し て い ま す け れ ど

も、つい最近の報道で不法投棄に住民

か ら 告 発 さ れ る 事 態 も 発 生 し て い る

ということで、三重県の現地の状況が

報道されておりました。その報道は、

産廃の処理状況でしたけれども、当組

合 の 場 合 は 一 般 廃 棄 物 と い う こ と に

なりますけれども、１市３町から集め

ら れ た 不 燃 物 の 最 終 処 分 に 係 る 責 任

者として、最終、そのゴミがどういう

ふうな形で処理をされているのか、そ

の最終の見届けについて、現状につい

てをお伺いいたします。３点、お伺い

いたします。よろしくお願いいたしま

す。  

○議長（西川正義君）  紫雲苑場長。 

○紫雲苑場長（上田文夫君） それで

は、まず、標題１の紫雲苑における残

骨 灰 の 処 理 に つ い て お 答 え 申 し 上 げ

たいと思います。  

残骨灰につきましては、火葬後に全

ての遺骨を収骨できず、一部残った遺

骨 や 体 内 で 使 わ れ て い た と 思 わ れ る

金属類のことでございますが、残骨灰

処理の現状は、年間約４トンの残骨灰

処 理 を 業 者 に 委 託 を い た し て お り ま

す。委託業者による処理方法につきま

しては、回収した残骨灰を残骨、金属

類、残灰等に分別後、残骨はお寺に埋

葬し、その他は委託業者が適正に処理

を す る と い う 契 約 と な っ て お り ま し

て、適正な処理の確認につきましては、

業者からの報告書、写真等に基づきま

して、確認をいたしております。今後

の方針につきましては、遺族感情や死

者の尊厳という点から、慎重な対応が

必要であると考えておりまして、今後

も 業 者 に よ る 適 正 処 理 を 行 っ て ま い

りたいと考えております。以上でござ

います。  

次に引き続きまして、標題２の紫雲

苑 に お け る ご 遺 体 の 受 け 入 れ 時 の 確

認 に つ き ま し て お 答 え を 申 し 上 げ た

いと思います。本件につきましては、

玄関での受け入れ時に、喪主の方に亡

く な ら れ た 方 の 氏 名 を フ ル ネ ー ム で

確認すること、また、告別室へ案内し

たときには、火葬炉前に掲示してある

亡 く な ら れ た 方 の 氏 名 を 確 認 す る こ

とを徹底し、再発防止に努めると、昨

年 ２ 月 定 例 会 で ご 答 弁 申 し 上 げ ま し

た。現在も玄関での受け入れ時に、必

ず 喪 主 の 方 に 亡 く な ら れ た 方 の 氏 名

を フ ル ネ ー ム で 確 認 す る 方 法 等 に よ

り対応しておりまして、現在のところ、

ト ラ ブ ル な く 円 滑 に 葬 儀 の 進 行 が 行

えている状況でございます。ご遺体の
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受け入れ時の確認について、他の自治

体 の 方 法 も 調 査 し 検 討 い た し ま し た

が、円滑な葬儀の進行に配慮すると、

今 ほ ど ご 説 明 を い た し ま し た 受 け 入

れ方法が、適切であると判断をしてお

りますことから、引き続き、喪主の方

へ の 口 頭 確 認 お よ び 火 葬 炉 前 に 掲 示

し て あ る 亡 く な ら れ た 方 の ご 氏 名 の

確認を徹底し、再発防止に努めてまい

りたいと考えております。ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。  

○議長（西川正義君） 中山投棄場長。 

○中山投棄場長（山本登君） 続きま

して、標題３、もえないゴミの最終処

理状況について、１市３町から集めら

れ た 不 燃 物 の 最 終 処 分 に 係 る 責 任 者

として、最終の見届けの現状について

お答えいたします。  

中山投棄場は、平成２８年３月末を

もって埋立を終了し、平成２８年４月

からは、投棄場内に中継基地を設置し

て、圏域外の民間処分場である三重県

伊 賀 市 に あ る 三 重 中 央 開 発 株 式 会 社

において、不燃物を適正に処理するた

め、まず中間処理をした後、再資源化

ができない物についてのみ、同じ三重

中 央 開 発 株 式 会 社 の 敷 地 内 に あ る 最

終 処 分 場 で 埋 め 立 て 処 分 が さ れ て い

ます。この最終処分場の適正な埋め立

て 処 分 ま で の 見 届 け の 現 状 に つ い て

は、２つの方法で確認しております。

一 つ 目 は 不 燃 物 搬 出 量 の 確 認 で ご ざ

います。この搬出量の確認につきまし

ては、中山投棄場への１市３町からの

搬入量と、受入れ先の三重中央開発株

式 会 社 へ の 搬 出 量 を 月 ご と に 三 重 中

央 開 発 株 式 会 社 か ら 送 付 さ れ る 運 搬

処 分 実 績 明 細 書 等 と 突 合 し て 数 量 等

の確認を行っております。二つ目とい

たしましては、最終処分に至る適正な

処理状況の確認でございます。これは

広 域 行 政 組 合 職 員 が 三 重 中 央 開 発 株

式会社に赴き、不燃物の搬入から中間

処理過程、そして最終処分場を視察し

て 適 正 な 最 終 処 分 状 況 の 確 認 を し て

おります。このような方法で、１市３

町から集められた不燃物について、中

山 投 棄 場 の 搬 出 か ら 三 重 中 央 開 発 株

式 会 社 で の 適 正 な 最 終 処 分 に 至 る ま

での確認をしておりますので、ご理解

をお願いいたします。以上でございま

す。  

○議長（西川正義君）  山内議員。  

○５番（山内善男君） それでは１点

目なんですけれども、昨年、厚生労働

省が調査をして、その結果を昨年の秋

あ る い は 今 年 に 入 っ て か ら 新 聞 報 道

がされております。約７割の自治体が

民間委託をして２割の自治体は、いわ

ゆ る 焼 却 灰 を 売 っ て い る と い う 実 態

が報告をされています。貴金属などが

含まれておりますので、それなりに自

治体の収入になるということで、別に

一 般 的 な 遺 族 感 覚 か ら す る と 死 体 と

いっても一応、物ではありますけれど

も、死者の弔いという意味で宗教的な

感覚もありますので、自治体が売却す

ることに、遺族の感情が馴染まないと
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いう部分もありますけれども、一方で

利 益 が あ る と い う こ と で メ リ ッ ト が

あ る と い う ふ う に 思 わ れ る 住 民 の 方

もあるかもしれません。それで、もう

ひ と つ 踏 み 込 ん で お 聞 き し た い ん で

すけれども、民間委託する場合、どう

いう形で、いわゆる委託をされている

のか。売却する場合もあるし、報道に

よりますと、０円または１円入札が多

く 見 ら れ た と い う よ う な 報 道 も あ る

のですが、どのような形で民間委託を

されているのか。かなりの売却益にな

っ て い る と い う 自 治 体 も あ る と い う

ふうに、金額も示して報道もされてお

る新聞もありますけれども、ちょっと

その辺り、もうひとつ踏み込んでお答

え い た だ き た い と い う ふ う に 思 い ま

す。  

それから、そのような売却処理の、

い わ ゆ る 残 骨 灰 の 処 理 に つ い て 管 理

者も含めてですね、認識の一致が見ら

れているのかどうか。私は、この広域

議 会 の 議 員 に な ら せ て も ら っ て 何 年

かなりますけれども、そのような話の

詳 細 に つ い て 伺 っ た こ と が な か っ た

ので、今、認識を一致をさせるという

点 で お 聞 き し て い る わ け で す け れ ど

も、管理者全体の意志一致のもとに、

そ の よ う な 処 理 が さ れ て い る の か ど

うか、あらためてお聞きをしたいとい

うふうに思います。  

二つ目なんですが、これは昨年の２

月の定例会でも言いましたけれども、

宅急便でさえですね、物と伝票を渡さ

れて、それから受け取ったというサイ

ンをして、伝票をくれます。そのよう

な 形 で 物 品 で さ え 受 け 取 っ た と い う

証拠を残して、お互いサインをして、

確認をしてやりとりをします。ご遺体

と い う 非 常 に シ ビ ア な 部 分 を 扱 う の

に、口頭だけで行っているというのは、

私 自 身 は 何 か 非 常 に 大 事 な も の を 扱

っ て い る の に 口 頭 だ け で や っ て い る

と い う こ と は 非 常 に 信 じ が た い ん で

すが、今後も同じ方法で続けていくの

かどうか、もう一度お答え願いたいと

いうふうに思います。  

３点目なんですが、ごみについては

マ ニ ュ フ ェ ス ト と い う 考 え 方 が あ っ

て、どこかへ、もう委託をしたら責任

が 全 部 消 え て な く な る と い う こ と で

はなしに、マニフェストとかいう考え

方は、その後も含めて責任を持たなけ

ればいけないということで、私も民間

企 業 に お り ま し た と き に 設 計 の 担 当

者として、あとの廃棄物についての処

理なども行っておりましたので、追跡

をして、そのごみについて責任を持つ

ということがありました。そういう点

で、今、お答えいただいた部分につい

ては量の確認だとか、あるいは最終の

処理方法について、現地にも赴いて確

認 を し て い た だ い て い る と い う こ と

でよくわかりました。そのような、行

っていただいている実態について、管

理 者 も 含 め て 全 体 が 共 有 し て 認 識 を

し て い る と い う こ と で 今 後 も 進 め て

いただきたいというふうに思います。 
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以上、１点目と２点目、もう一度、

詳 細 に ご 回 答 い た だ け れ ば あ り が た

いです。よろしくお願いします。  

○議長（西川正義君）  紫雲苑場長。 

○紫雲苑場長（上田文夫君） 再質問

に お 答 え を さ せ て い た だ き た い と 思

います。  

まずは、業者の選定の関係でござい

ますけれども、彦根市の登録業者の中

か ら 他 の 地 方 公 共 団 体 で の 同 類 の 業

務実績がある業者を選定をし、見積り

合 わ せ を い た し ま し て 業 者 決 定 を さ

せていただいております。  

そ れ と ２ 点 目 の 紫 雲 苑 に お け る 書

面 で の ご 遺 体 の 受 け 入 れ の 件 に つ い

てでございますが、書面での確認書類

は 施 設 の 使 用 許 可 書 が 考 え ら れ る と

思うんですが、喪主様に当日、紫雲苑

玄 関 へ 到 着 し た と き に 使 用 許 可 書 を

提 示 し て い た だ く よ う お 願 い を い た

しましても、忘れて来られることも多

くあると考えられます。紫雲苑の申請

手 続 き を 葬 儀 業 者 が 代 行 さ れ る こ と

も多くございまして、当日、使用許可

書 を 葬 儀 業 者 が 提 示 さ れ る こ と が 多

いと思われます。そうしますと、結局、

喪 主 様 に 確 認 を さ せ て い た だ く こ と

になりますので、玄関で喪主様にフル

ネ ー ム で 確 認 さ せ て い た だ く 方 が ス

ム ー ズ に 告 別 室 に 案 内 を さ せ て い た

だくことができておりまして、今、ス

ム ー ズ に 業 務 を 進 行 さ せ て い た だ い

ております。以上でございます。よろ

しくお願いします。  

○議長（西川正義君）  山内議員。  

○５番（山内善男君） １点目、もう

一度お聞きしますけれど、民間の委託

費なんですが、委託費はいくらなんで

すか。予算の方で聞いてもよかったん

ですが、これ一般質問で聞いてますけ

ども、これまでの民間への委託費は近

年 の 実 績 と し て ど れ ぐ ら い な ん で す

か。  

○議長（西川正義君）  紫雲苑場長。 

○紫雲苑場長（上田文夫君） 先ほど

も申し上げましたように、見積り合わ

せをさせていただいておりまして、全

者同額ということで、くじ引きで決定

をさせていただいております。金額は

１ 円 で 契 約 さ せ て い た だ い て お り ま

す。以上でございます。  

○議長（西川正義君） 以上で、事前

に 通 告 の あ っ た 質 問 が 終 了 し ま し た

ので、一般質問を終結いたします。  

 

日 程 第 ８  決 議 案 第１ 号  彦 根 愛 知

犬 上 広 域 行 政 組 合 新ご み 処 理 施 設 建

設候補地、愛荘町竹原地区の白紙撤回

を求める決議案  

○議長（西川正義君） 次に、日程第

８、決議案第１号を議題といたします。 

提 出 者 の 説 明 を 求 め ま す 。 １ ０ 番  

安藤博君。  

○１０番（安藤博君） 決議案第１号

に対しまして、提出者といたしまして

提案説明の方をさせていただきます。 

こ の 提 案 を す る 背 景 は 大 き く 二 つ

ございます。  
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一つはですね、先ほども管理者の方

からございましたとおり、平成２９年

６ 月 に 愛 荘 町 竹 原 地 区 を ご み 焼 却 場

の 候 補 地 に す る と い う 報 告 が 議 会 に

なされました。当時は議会で諮るとい

うなことではありませんでしたので、

あくまでも報告ということを受けて、

そ れ が 議 会 と の 関 係 の こ と の 始 ま り

だ っ た か な と い う ふ う に 振 り 返 っ て

おります。この決議案を提出するに当

たりまして、当時の議事録、管理者会

の 議 事 録 を 提 出 し て ほ し い と い う こ

とで、全議員に提出をいただいて、そ

れを読んでまいりました。昨日も議事

録 を あ ら た め て 読 ん で ま い り ま し た

けれども、ここにも記載をさせていた

だいておりますが、いわゆる第６回ま

で の 管 理 者 会 で は 彦 根 市 の あ る 候 補

地が議題となっております。ただ、当

時の愛荘町長さんにおかれましては、

それについては反対だということで、

そ の 部 分 が 明 確 に 出 さ れ れ ば 結 構 だ

と い う よ う な ご 発 言 も 記 載 さ れ て い

ました。結果的に、管理者に一任をす

る と い う こ と で 管 理 者 会 と し て は ま

とまって、急きょ第７回が開催をされ

るわけになりますが、その第７回の会

議 で 管 理 者 の 方 か ら 愛 荘 町 竹 原 地 区

に 指 定 し て い く と い う よ う な ご 発 言

があったということでございます。た

だ、その前提にあるのは、あくまでも

議事録を読む限りでは、もう一度、選

定 委 員 会 の 報 告 書 の 建 設 候 補 地 を あ

らためて、その部分で検討していくん

だ と い う よ う な ご 発 言 が あ っ た か と

思います。それでいくならば、なぜ優

先 順 位 の １ 位 の と こ ろ を 外 し て ２ 位

だったのか。これについては、各議員

さ ん も い ろ い ろ と ご 質 問 な さ れ ま し

たけれども、明確なご答弁がなかった

ということがひとつ、一点ございます。

そういったところで私たちとしては、

ある意味、疑念あるいは不信感を持た

ざ る 得 な か っ た と い う の が 当 時 で ご

ざいました。そういうこともありまし

て、これでは議会として、あくまでも

報告だけでは困るということで、地方

自 治 法 第 ９ ６ 条 第 ２ 項 の 議 決 事 件 追

加 を さ せ て い た だ い た と い う こ と で

現在、意見交換もされているというよ

うな状況であります。  

もう一点はですね、そういった竹原

地 区 に 候 補 地 を す る と い う こ と に お

いて、当組合の議員さんもさることな

がら、各市町の議員さん、あるいは不

信 感 を 与 え た と い う よ う な こ と も あ

って甲良町議会、そして彦根市議会で

は 見 直 し を 求 め る 意 見 書 が 採 択 を さ

れております。そういったことと、ま

た 昨 年 の ８ 月 に 提 案 を 上 程 さ れ ま し

た 環 境 ア セ ス に 関 す る 予 算 に つ い て

は、先ほども否決をさせていただきま

したが、修正案に対して賛成、原案に

対 し て は そ の 部 分 に つ い て は 反 対 意

思 を 明 確 に 議 会 と し て は 提 示 を さ せ

て い た だ い た と い う よ う な 状 況 で ご

ざいます。そんな状況からすると、今、

現在、このまま愛荘町竹原地区の方で
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議 論 し て も 前 に 進 ま な い と い う と こ

ろは明確でありますので、ここは一旦、

立 ち 止 ま っ て 白 紙 に 戻 す べ き だ と い

う の が 議 会 サ イ ド の 考 え 方 で ご ざ い

ます。ただ、議会といたしましても、

ごみ焼却場の設置というもの、建設と

い う の は 早 期 に や ら な け れ ば い け な

い、それは十分理解はしているつもり

でありますが、不毛の議論を尽くすよ

りも一旦、ここで管理者の英断を求め

た い と い う よ う な こ と で 決 議 の 方 を

提案をするものであります。  

その決議の一つ目としましては、彦

根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 新 ご み 処 理

施設建設候補地、愛荘町竹原地区を白

紙撤回すること。二つ目といたしまし

て、彦根愛知犬上広域行政組合新ごみ

処理施設候補地について、選定委員会

対 象 の ５ 応 募 地 か ら 再 検 討 す る こ と

とし、５応募地から実現可能性を見出

すことができない場合は、新たな公募

も視野に、管理者会議で責任ある結論

を 早 期 に 決 定 を し て い た だ き た い と

いうこと。それと三つ目、管理者会議

において、彦根愛知犬上広域行政組合

議 会 運 営 代 表 者 会 議 構 成 議 員 と の 意

見 交 換 会 を 必 要 に 応 じ て 開 催 す る こ

と。  

以上、決議を提案をさせていただく

ものであります。議員各位のご賛同を

求めて、提案説明とさせていただきま

す。以上でございます。  

○議長（西川正義君） 暫時休憩いた

します。  

 

〔午後 3 時 48 分休憩〕  

 

〔午後 3 時 50 分再開〕  

 

○議長（西川正義君） それでは、休

憩前に引き続き会議を開きます。これ

より、質疑を行います。質疑の通告書

が提出されておりませんので、質疑な

しと認めます。以上で、決議案第１号

に対する質疑を終結いたします。  

○議長（西川正義君） これより、決

議案第１号に対する討論を行います。

討 論 の 通 告 書 が 提 出 さ れ て お り ま せ

んので、討論なしと認めます。以上で、

決 議 案 第 １ 号 に 対 す る 討 論 を 終 結 い

たします。  

○議長（西川正義君） これより、採

決を行います。決議案第１号  彦根愛

知 犬 上 広 域 行 政 組 合 新 ご み 処 理 施 設

建設候補地、愛荘町竹原地区の白紙撤

回 を 求 め る 決 議 案 を 原 案 の と お り 決

す る こ と に 賛 成 の 諸 君 の 起 立 を 求 め

ます。  

〔  起立者確認  〕  

ご着席願います。起立全員でありま

す。よって、決議案第１号  彦根愛知

犬 上 広 域 行 政 組 合 新 ご み 処 理 施 設 建

設候補地、愛荘町竹原地区の白紙撤回

を求める決議案は、可決されました。 

○議長（西川正義君） これで本日の

日程は、全て終了をしました。会議を

閉じます。平成３１年２月彦根愛知犬

上 広 域 行 政 組 合 議 会 定 例 会 を 閉 会 い
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たします。皆様、ご苦労様でした。  

 

午後 3 時 52 分閉会  

会議録署名議員  

 

議   長   西  川   正  義  

 

議   員   安  藤    博  
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全 員 協 議 会 

 （２月 22 日）  
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平成 31 年 2 月 22 日 (金曜日 ) 

        午後 1 時 59 分開会  

○議長（西川正義君） 皆さん、こん

にちは。本日は、大変お忙しい中、お

集 ま り を い た だ き ま し て あ り が と う

ございます。  

それでは、定例会の開会前に、お時

間をいただきまして、全員協議会を行

います。本日の定例会の欠席者につい

て、事務局から報告があります。事務

局長。  

○事務局（神細工事務局長）  失礼い

たします。事務局の神細工でございま

す。  

事 前 に 欠 席 届 が 提 出 さ れ て お り ま

すので、ご報告させていただきます。

甲 良 町 の 西 澤 伸 明 議 員 が 所 用 の た め

欠席でございます。以上でございます。 

○議長（西川正義君） これをもちま

して全員協議会を終わります。  

次に、今定例会の開会に当たり、管

理 者 よ り あ い さ つ を お 願 い い た し ま

す。管理者。  

○管理者（大久保貴君）  皆様、あら

ためまして、こんにちは。大変、ご多

用のところ、ご参集いただきましてあ

りがとうございます。  

また、日頃から、広域行政組合運営

に格別のご理解、ご協力を頂戴してお

りますこと、あらためて厚くお礼申し

上げたいと思います。  

さて、今定例会は、平成３０年度（２

０１８年度）彦根愛知犬上広域行政組

合一般会計補正予算（第２号）および

平成３１年度（２０１９年度）彦根愛

知犬上広域行政組合一般会計予算、彦

根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 職 員 の 給 与

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

案 お よ び 彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合

斎 場 の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す る 条 例

の一部を改正する条例案、それぞれに

つ い て 議 案 を 提 案 さ せ て い た だ き ま

す。何卒、慎重なるご審議のうえ、適

切 な ご 判 断 を お 願 い 申 し 上 げ た い と

思っております。簡単でございますが、

冒 頭 に 当 た っ て ご あ い さ つ さ せ て い

ただきます。ありがとうございました。 

○議長（西川正義君）  ありがとうご

ざいました。  

 

        午後 2 時 00 分閉会  

 


